
スタートアップ創出促進保証制度の概要

詳しくは、金融機関または当協会までお問い合わせください

創業を予定されている方、または税務申告１期未終了の方は、

創業資金総額の１／１０以上の自己資金が必要となります。

※1 次のいずれかに該当する場合、３年以内とすることができます。なお、プロパー借入とは、信用保証協会の保証を付さない借入をいいます。

①本保証付借入と原則同時に、申込金融機関からプロパー借入をする

②保証申込時にプロパー借入の残高がある

※2 創業関連保証の信用保証料率年0.9％に0.2％上乗せした信用保証料率となります。

ガバナンス体制の確認

本保証制度を利用した方は、原則として法人設立から３年目と５年目に、

ガバナンス体制の整備に関するチェック（※）を受け、「ガバナンス体制

の整備に関するチェックシート」（写）を金融機関に提出してください。

※持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現させるためにはガバナンス体制の整備・強化が必要であり、中小企業活性化

協議会が「経営の透明性」「法人個人の分離」「財務基盤の強化」等についてチェックを行います。

借入前にご確認ください

保証限度額 ３,５００万円 責任共有制度 対象外（１００％保証）

対 象 資 金 運転資金、設備資金 申 込 方 法 金融機関経由

返 済 方 法 原則均等分割返済 保 証 期 間
10年以内
（据置期間１年または３年以内（※1））

担 保 不要 保 証 人 不要

融 資 利 率 金融機関所定利率 保 証 料 率
０．８％
（通常の信用保証料率年1.1％（※2）

から0.3％引下げ）
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